
令和７年山形県教育委員会 12月定例会の会議結果について 

 

令和７年 12月 23日 

教 育 局 

 

○日   時  令和７年 12月 23日（火）午後２時～午後２時 41分 

○場   所  山形県庁舎 教育委員室 

○出席委員等  須貝教育長、小関委員、工藤委員、丹治委員、手塚委員 

○報   告 

報       告 担 当 課 

（１） 「令和７年度全国体力･運動能力、運動習慣等調査」結果につい

て 

学校体育保健課 

毎年小学校５年生と中学校２年生の男女を対象に実施されている体力・運動能力、

運動習慣等調査について、本県と全国との比較等について報告がありました。 

○議   事  原案のとおり可決されました。 

議       案 担 当 課 

議第１号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定に

基づく意見に係る臨時専決処理の承認について 

教育政策課 

教職員課 

山形県知事から次の議案の作成にあたり意見を求められ、緊急を要したため、

教育長が行った専決処理について承認しました。 

・山形県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例案 

・山形県特別職の職員の給与等の支給に関する条例等の一部を改正する条例案 

・山形県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例等の一部を

改正する条例案 

議第２号 山形県産業教育審議会委員の任命に係る臨時専決処理の承

認について 

高校教育課 

山形県産業教育審議会委員の任命について、緊急を要したため、教育長が行っ

た専決処理について承認しました。 

議第３号 教職員の人事について 教職員課 

次のとおり教職員の懲戒処分を行うことに決定しました。 

・交通違反（無免許運転） 停職２月：１名 

・交通違反（人身加害事故）減給 10分の１ １月：１名 

・交通違反（暴走運転）  戒告：１名 

・交通違反（人身加害事故）戒告：１名 

※議第２号及び議第３号は人事に関する案件であるため、秘密会で審議されました。 

以 上 


